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　近年、心筋梗
こうそく

塞や脳梗塞などの生活習慣病は、死亡原因の上位を占めています。効
果的な予防には、早い段階から生活習慣の改善に取り組むことが必要です。そのため、
生活習慣病発症の前段階といわれるメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に
着目した「特定健診」が、40 ～ 74 歳の方を対象に実施されています。これに加えて
清瀬市では、30 ～ 39 歳までの方にも「特定健診」と同様の健診を無料で行います。
◆対象　市に住民登録している昭和50年４月２日～昭和60年４月１日生まれの方（勤
務先などで健康診査を受診できる方・６か月以上継続入院されている方などを除く）。
先着 700 人
◆実施時期　６～７月（５月中旬に受診券と問診票を送付します）
◆場所　市内契約医療機関（受診券送付時に一覧表を同封します）
◆必須検査項目　問診、身体計測（身長・体重・ＢＭＩ・腹囲）、血圧測定、理学的検査（身
体診察）、血液検査（脂質・肝機能・血糖など）、尿検査（尿糖・尿たんぱく・尿潜血）、
貧血検査
◆受診結果　受診した医療機関で、直接結果を説明（受診後 1か月を経過しても、
直接受診結果をお渡しできない場合、結果票を郵送します）

30 歳から 39 歳までの方の健康診査

◆申込み　４月１日から 21 日（必着）
までにはがきに必要事項（上記参照）
を記入し、健康推進課へ。市ホームペ
ージまたは電子申請及び直接窓口でも
受け付けます。
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30～39歳の
健康診査申込み
住所
氏名（ふりがな）
生年月日
電話番号

清瀬市健康福祉部
　　健康推進課行

40歳以上の方の特定健康診査（特定健診）・
75歳以上の方の後期高齢者医療健康診査

　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診を６月から実施しま
す。対象の方には、受診月の前月中旬に受診券・問診票などを送付しますので、ぜひ
受診してください。（右表参照）
◆対象　①特定健康診査＝清瀬市の国民健康保険加入者で 40 ～ 74 歳の方
②後期高齢者医療健康診査＝後期高齢者医療保険加入者（65 歳以上で後期高齢者医
療保険加入者を含む）
◆主な健診項目　問診・身体計測・血圧測定・理学的検査・血液検査・尿検査・貧血
検査・心電図◎・眼底検査◎（◎は医師の判断により実施）
※ 40 ～ 74 歳で清瀬市国民健康保険加入者でない方は、それぞれご加入の医療保険者
（健康保険組合・共済組合など）が実施しますので、そちらへお問い合わせください。

受診対象者の誕生月 受診月 受診券送付月

４・５月 ６月 ５月中旬

６・７月 ７月 ６月中旬

８・９月 ８月 ７月中旬

10・11 月 ９月 ８月中旬

12・１月 10 月 ９月中旬

２・３月 11 月 10 月中旬

予備月 12 月 －

電子申請携帯サイト
携帯用QＲコード

結 核 健 診
　レントゲン撮影による結核健診を実施します。（10 ～ 12 月）
◆対象　65 歳以上の方
※清瀬市国民健康保険加入者は特定健診と同時実施、75 歳以上
の方は後期高齢者健診と同時実施。（６～ 12 月）

～いつまでも元気な血管を保つための生活習慣改善支援～

肝炎ウイルス検診
　血液検査による肝炎ウイルス検診を実施します。（10 ～ 12 月）
◆対象　40 歳以上の方
※清瀬市国民健康保険加入者で平成 26 年度に 40 歳になる方は特
定健診と同時実施。（６～ 12 月）
※結核健診・肝炎ウイルス検診とも、日時など詳しくは市報と市
ホームページでお知らせします。（一般募集分のみ。特定健診・
後期高齢者健診と同時実施分の対象の方には各健診と一緒にご案
内します）

健 康 チ ャ レ ン ジ

健康チャレンジは清瀬市が行う特定保健指導で、メタボリックシンド
ロームの該当者・予備軍を対象とした生活習慣改善のための支援です。
特定健診を受診した方に、その受診結果に基づいて参加をお勧めしてい
ます。
　対象となった方には、健診結果を受け取られる際に健康チャレンジの
ご案内をお渡しし、後日ご自宅にも郵送でご案内をお送りしています。
高めの数値を改善し、いつまでも元気な血管を保つために、特定健診
のあとはぜひ健康チャレンジにご参加ください。

目次

２～３面　予防接種・がん検診

４面　　　乳幼児健診、歯・口の健康づくり、生活

　習慣病予防事業、相談、健康増進室など

◆対象　特定健康診査の結果、特定保
健指導の対象となった方
◆内容　各種測定（血管年齢、骨密度、
血圧、体組成）、健康づくりアンケート、
栄養セミナー、エクササイズなど
◆場所　健康センター、生涯学習セン
ター、市内各地域市民センター他

問合せ　健康推進課健康推進係☎492・5111（代表）
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